
岩手県告示第126号 

 岩手県事務委任及び代決専決規則別表第１に規定する別に定める補助金又は交付金のうち保健福祉部に係るもの（平成20年岩手

県告示第251号）の一部を次のように改正する。 

  平成25年３月１日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

  

 室課名 事業名  室課名 事業名 

  ［略］    ［略］  

 地域福祉課 岩手県社会福祉事業団自立化支援事業

費補助、岩手県社会福祉事業団経営自

立化支援交付金、岩手県社会福祉協議

会運営費補助、ボランティアセンター

活動費補助、社会福祉経営サポート事

業費補助、地域福祉等推進特別支援事

業費補助、日常生活自立支援事業費補

助、福祉サービス苦情解決事業費補助

、生活福祉資金貸付事業推進費補助、

生活福祉資金貸付金利子補給補助、民

間社会福祉施設職員等退職手当共済事

業費補助、市町村民生委員協議会活動

費補助、更生保護研究事業推進費補助

、住宅手当緊急特別措置事業費補助、

地域支え合い体制づくり事業費補助、

福祉コミュニティ復興支援事業費補助

、生活保護受給者就労支援事業費補助

、被災生活保護受給者生活再建サポー

ト事業費補助、被災者等自立支援事業

費補助及び災害援護資金貸付金利子補

給補助 

 地域福祉課 岩手県社会福祉事業団自立化支援事業

費補助、岩手県社会福祉事業団経営自

立化支援交付金、岩手県社会福祉協議

会運営費補助、ボランティアセンター

活動費補助、社会福祉経営サポート事

業費補助、地域福祉等推進特別支援事

業費補助、日常生活自立支援事業費補

助、福祉サービス苦情解決事業費補助

、生活福祉資金貸付事業推進費補助、

生活福祉資金貸付金利子補給補助、民

間社会福祉施設職員等退職手当共済事

業費補助、市町村民生委員協議会活動

費補助、更生保護研究事業推進費補助

、住宅手当緊急特別措置事業費補助、

地域支え合い体制づくり事業費補助、

福祉コミュニティ復興支援事業費補助

、被災地福祉灯油等特別助成事業費補

助、生活保護受給者就労支援事業費補

助、被災生活保護受給者生活再建サポ

ート事業費補助、被災者等自立支援事

業費補助及び災害援護資金貸付金利子

補給補助 

 長寿社会課 老人福祉施設整備費補助、岩手県老人

クラブ連合会活動促進事業費補助、明

るい長寿社会づくり推進事業費補助、

地域支援事業交付金、介護保険苦情処

理体制整備費補助、介護支援専門員研

修事業費補助、介護保険サービス利用

者負担助成事業費補助、施設開設準備

経費特別対策事業費補助、介護サービ

ス施設等整備特別対策事業費補助、介

 長寿社会課 老人福祉施設整備費補助、岩手県老人

クラブ連合会活動促進事業費補助、明

るい長寿社会づくり推進事業費補助、

地域支援事業交付金、介護保険料上昇

緩和特例交付金、介護保険料上昇緩和

支援特例交付金、介護保険苦情処理体

制整備費補助、介護支援専門員研修事

業費補助、介護保険サービス利用者負

担助成事業費補助、施設開設準備経費



  護保険サービス利用者負担特例措置支

援事業費補助、医療療養病床転換事業

費補助及び老人福祉施設等災害復旧事

業費補助 

  特別対策事業費補助、介護サービス施

設等整備特別対策事業費補助、介護保

険サービス利用者負担特例措置支援事

業費補助、医療療養病床転換事業費補

助及び老人福祉施設等災害復旧事業費

補助 

 ［略］   ［略］ 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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